
令和６年１０月２５日 

 

 

香芝市長 三橋 和史 様 

 

香芝市議会議長 川 田  裕 

【質問者： 眞鍋 亜樹 】 

 

質 問 状 

 

 

香芝市議会基本条例第１６条第１項の規定に基づき次のとおり質問するので、同条第２

項により速やかに回答してください。 

 

 

１ 同報系防災行政無線の整備について 

 

同報系防災行政無線の整備については、令和６年度中に設計を終え、令和７年度中に

整備することとされている。三橋市長は運用面でも工夫していくことができるような仕

様にすることなどを議会答弁でも述べられていたが、その進捗状況についての説明がほ

とんどないままである。よって、整備についての進捗状況や今後の具体的な整備の内容

について以下に問う。 

 

１．屋外拡声子局（屋外スピーカー）はどのような性能のものを採用する予定で、その

設置箇所数、設置位置などについて説明を求める。 

 

２．本市と隣接する市町との境界付近では、互いの音声が入り乱れることは避けるべき

であると考えるが、どのような工夫がなされるのかを説明を求める。 

 

３．あらかじめ放送内容として定めておくことができる合成音声は何パターン設定する

ことができるか。また、合成音声は、男女の音声を切り替えることができるか。 

 

４．香芝市全域の一斉放送だけでなく、一部の屋外拡声子局を指定して放送することが

できるようになるか。 

 

５．同報系防災行政無線の運用要領はいつ頃策定されるのか。三橋市長は議会答弁でも

運用要領を定めると述べていたが、設計や仕様が確定する前に運用要領の概略だけでも

定まっていなければその内容を反映することができないと考えられるため、早期に内容

を固めるべきではないか。 



２ 主要駅前における建築物の高さ制限の緩和に伴う消防上の措置ついて 

 

新たな街づくりの方針として、主要駅前における建築物の高さ制限を現行の３１メー

トルから４５メートルまでに緩和する方針を示し、令和６年９月には第一次香芝市都市

計画再編基本方針を策定した。この施策については、今後、景観や交通に与える影響等

について調査を進められるとのことであるが、奈良県広域消防組合においてははしご車

の装備台数の削減又は装備の簡略化を予定しているものと聞いており、消防の観点から

も必要な措置を講じなければならないものと考える。よって、現状と今後の見通しにつ

いて以下に問う。 

 

 １．主要駅前における建築物の高さ制限を緩和することを含めた新たな街づくりを進め

ていくに当たって、その内容を奈良県広域消防組合に伝達しているか。 

 

２．はしご車の装備については、今後どのように行われる見通しであるか。 

 

 

 

以上 
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文書質問に対する回答書の送付について

令和 6年 10月 25日 付け員鍋亜樹議員の文書質問に対 し、別紙回答書を送

付する。
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眞鍋亜樹議員提出の文書質問に対する回答書 

 

１⑴について 

屋外拡声子局（屋外スピーカー）については、明瞭な音を広範囲に放送する

ことができ、同報系防災行政無線のものとして一般的に採用されている高性能

スピーカーを採用する予定である。 

また、屋外拡声子局（屋外スピーカー）の設置位置は、土砂災害警戒区域等

に既に設置している１４か所のほか、指定避難所や公園等の市有地など新たに

２１か所に設置する予定をしており、屋外子局数（屋外スピーカー）は市内全

域で３５か所、スピーカーの総数については９５個となる予定である。 

 

１⑵について 

隣接する市町に極力影響が及ばないよう、屋外拡声子局（屋外スピーカー）

については、音達範囲が大きいものと小さいものを組み合わせて設置するほか、

出力、方向及び配置などを考慮して、設置場所の選定を行っている。 

また、屋外拡声子局（屋外スピーカー）の設置後においても、必要に応じて

音量調節を行うなど、隣接する市町に影響が及ばないよう工夫する予定である。 

 

１⑶について 

合成音声の放送内容は５００以上のパターンを登録することができるシステ

ムが多く、本市もそのようなシステムを採用する予定である。 

また、最新のＡＩ技術を利用した音声合成機能を導入する予定であり、男女

の音声を切り替えることも可能である。 

 

１⑷について 

一部の屋外拡声子局（屋外スピーカー）を指定して放送することができるシ

ステムを採用する予定である。 

 

１⑸について 

同報系防災行政無線運用要領については、令和６年１２月頃までに案を定め

ることを目指しているところであるが、既に基本的な内容については概ね定ま

りつつあり、現在はその内容に基づいて設計業務の受託業者との打合せを行っ

ている段階である。 

 

 



2 

 

２⑴について 

令和６年９月に策定した第一次香芝市都市計画再編基本方針に基づき、高度

地区による建築物の高さの最高限度の見直し等に当たって、想定される諸課題

を整理し、調査を実施しているところであり、前記方針については、奈良県広

域消防組合の香芝消防署長等に対しても伝達しており、はしご付消防自動車の

配備等を始め、本市内における消防力を適切に維持していくよう求めている。 

 

２⑵について 

 はしご付消防自動車の配備について、本市から奈良県広域消防組合に確認し

たところ、次のような回答が示された。 

「今後のはしご車の配置場所や台数は、奈良県広域消防組合全体の観点

から令和１２年の消防需要に基づき、必要な消防力を定めた、『消防署・

消防車両・人員配置等に係るグランドデザイン』に従い、配置整備を行う

予定である。具体的には、大型はしご車を、対象地域を包括する位置関係

から天理消防署、西和消防署、橿原消防署の３消防署に配置するととも

に、小型はしご兼水槽車を、香芝消防署、高田消防署、桜井消防署、御所

消防署の４消防署に配置することで、効率的かつ効果的な消防力の強化

を図る。」 

本市としては、引き続き、前記のとおり、はしご付消防自動車の配備等

を始め、本市内における消防力を適切に維持していくよう求めていく。 

 

 

 

 

 


